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１．事例の概要 

  初産婦。妊娠４１週０日、妊産婦は自宅で破水感を自覚し、その約１２時

間後に当該分娩機関を受診し、破水の診断で入院となった。入院２０分後か

ら６時間４０分まで分娩監視装置が装着され、その後は約１時間毎のドップ

ラによる胎児心拍数の確認が行われた。胎児心拍数陣痛図では、一時的な徐

脈を数回認めたものの回復は良好で、胎児心拍数は１５０～１７０拍／分で、

一過性頻脈を認め、基線細変動は中等度と助産師は判断した。ドップラでは、

胎児心拍数は１４０～１６０拍／分であった。妊娠４１週１日となり、ドッ

プラで胎児心拍数が１２０～１６０拍／分で経過していた。その後、胎児心

拍数が８０拍／分台となり、助産師は直ちに保存的処置を行って医師に報告

した。医師により超音波断層法が行われたが、胎盤後血腫の所見ははっきり

と認めなかった。その後も胎児心拍数は回復せず、医師は遷延徐脈と判断し

て帝王切開を決定し、児は娩出となった。開腹時、肉眼的に子宮壁の異常所

見は認められなかった。羊水は血性で、羊水混濁はなかった。胎盤、臍帯に

は、形態異常はなかったが、胎盤の辺縁に血塊が付着していた。医師は、娩

出した胎盤所見より、常位胎盤早期剥離（部分早期剥離）と診断した。胎盤

の病理組織学検査報告書によると、「臍帯の血管は３本あり、また胎盤にも目

だった梗塞所見あるいは炎症性細胞浸潤はみず、概して著変は指摘できませ
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ん」とされた。 

  児の在胎週数は４１週１日で、体重は３０４０ｇであった。アプガースコ

アは、１分後３点（心拍２点、皮膚色１点）、５分後４点（心拍２点、皮膚色

２点）で、診療録によると臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．９３６、ＰＣ

Ｏ２５３．７ｍｍＨｇ、ＰＯ２１１０ｍｍＨｇ（診療録の記載）、ＢＥ－２１ｍ

ｍｏｌ／Ｌであった。出生直後、口腔、鼻腔内に血性羊水を認めたため吸引

し、人工呼吸と気管挿管が行われ、ＮＩＣＵへ搬送された。 

  ＮＩＣＵ入院時の血液検査は、血糖１７４ｍｇ／ｄＬ、乳酸３．５ｍｍｏ

ｌ／Ｌ、白血球３１６００／μＬ、ＣＲＰ０．０１ｍｇ／ｄＬ、ＣＰＫ５６

９ＩＵ／Ｌ、ＬＤＨ６１４ＩＵ／Ｌであった。生後１３時間３０分後の頭部

超音波断層法では、脳室内出血は認められず、浮腫がやや（＋）（脈絡叢やや

不明瞭）、ＭＣＡＲＩが０．５１２であった。生後３１日目の頭部ＭＲＩ検査

では、前頭葉から頭頂葉を中心に視床と基底核の液状化が認められた。 

  本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験７年、３

０年）、小児科医１名（経験２１年）、麻酔科医１名（経験６年）と助産師２

名（経験２年、８年）が関わった。 

    

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離が発症し、出生までの

約１時間１５分の間、低酸素状態および酸血症が持続したことであると考え

られる。なお、常位胎盤早期剥離の発症原因や時期については不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３８週に、インフルエンザの予防にタミフルを処方したのは一般的

である。 
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入院時に破水と診断し、母体のバイタルサインのチェック、分娩監視装

置の装着および血液検査が行われており、これらの対応は一般的である。

さらに、入院後に抗生剤の点滴投与が行われており、本事例が破水から約

１２時間経過していること、ＧＢＳが陽性であったことから、この処置は

一般的である。 

入院後の分娩監視装置の方法および軽度異常波形出現時の助産師による

医師への報告は一般的である。また本事例のように、胎児心拍数陣痛図に

中等度以上の異常波形がみられず、妊産婦に３８度以上の発熱がみられな

い場合、６時間以上に及ぶ連続分娩監視装置の装着の後に夜間に装置を取

り外すことは一般的である。胎児徐脈が確認された後の医師および助産師

の判断と対応は、適確である。 

帝王切開の準備の間に、５％ブドウ糖液５００ｍＬにウテメリン２Ａを

混注した点滴を２０ｍＬ／時間で投与したことは、緊急胎児蘇生を目的と

して行われたと考えられ、選択肢の一つである。児の蘇生に関しては適確

である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）破水時の受診体制について 

本事例では、破水感があった場合の対応について妊産婦に説明が行わ

れていたか不明であるが、破水の自覚から受診までなぜ約１２時間もか

かったか再検討し、今後の妊産婦への保健指導の充実を図ることが望ま

れる。  

（２）陣痛発来後の分娩監視体制について 

本事例では入院時に胎児の軽度頻脈が認められ、また入院後に血性羊
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水を疑う所見が確認されている。これらの所見は、本事例の発生時には

明確なガイドライン等は無いものの、その後に出された産婦人科診療ガ

イドライン産科編２０１１（ＣＱ４１０）では分娩監視装置による監視

が望ましい状態と判断される所見である。また、本事例では入院中の分

娩監視装置の未装着期間があったことから、今後はより早期に異常心拍

パターンを捉えるために産婦人科診療ガイドライン産科編２０１１に準

拠し、陣痛発来後にはできる限り持続的な分娩監視装置の装着を行うこ

とが望まれる。 

 （３）腟分泌物培養検査について 

    本事例では、ＧＢＳスクリーニング目的の腟分泌物培養検査が、妊娠

２５週に実施されていた。産婦人科診療ガイドライン産科編２０１１で

は、妊娠３３～３７週に実施することが推奨されており、産婦人科診療

ガイドライン産科編２０１１に則した実施が望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

   特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

破水など、どのような症状があった場合に来院すべきかといった妊産婦

への指導要綱の作成が望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

上記の妊産婦への啓発を母子健康手帳や保健教育の場で、現在以上に

積極的に取り扱うことが望まれる。 


